


















低層住宅地

一般住宅の多い住宅
地域

23

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北100 100 30 50 低層住宅地

-

２中専(60,200)
準防

人口は微減傾向、高齢化率はさらに上昇。土地取引価格は下落傾
向、土地取引件数は増加している。消費税増税後様子見の状況に
ある。

住宅地域選好の指標となる通学する小学校については児童数に特
に大きな減少もなく概ね堅調に推移していると言える。

個別的要因に変動はない。

賃貸物件も散見されるが収益性に基づき新規の土地取得を前提に賃貸用建物を建設し賃貸に供する需要者は皆無に等しく自
用目的の取引が中心的である。また画地条件上の制約から各戸に駐車場を備えた市場性を有する賃貸用建物の想定自体も困
難であったため手法自体の有効性が認められない収益還元法は適用しなかった。本件では多数の信頼性を有する取引事例を
収集できたことから比準価格を採用し指定基準地との検討も踏まえて上記の如く鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

戸建住宅を主体とする住宅地域であり、今後も現状維持にて推移するものと予測する。小学校区内土地取引件数の推移及び
需要者の選好性等を考慮するに地価水準は下落傾向にて推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 65,500 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

64,500

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

岐阜 28

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.5

+3.0

0.0

0.0

-5.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

岐阜駅
北方 4.9km

岐阜
4.9km

(8)

南6m道路

２中専
(60,200)
準防

（その他）　　　　

特にない 基準方位北、６
ｍ道路

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

146

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 14.0 ｍ、　規模 140  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

64,800 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

59,400 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.1 ％ ％

96.4 ］

99.7［ ］ 105.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 26 平成 26年 7月 18日　提出

宅地-1

岐阜市大字鷺山字中洙１５４３番６４

+5.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

64,500

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

岐阜 -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.5

+2.4

+50.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

92,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

151.3 ］

100.4［ ］ 105.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 26年 1月]

平成 26年 7月 3日 正常価格

平成 26年 7月 16日平成 26年 7月 1日

9,460,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 64,800 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

49,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は岐阜市内長良川以北の既成住宅地域及び新興住宅地域。主たる需要者は地縁性を有する個人法人のほか転入を
希望する個人を含む。戸建住宅を主体とする熟成した既成住宅地域であり至近に複合型大規模商業施設が所在しており居住
の利便性も比較的良好であるが、居住地選好性の変化等に起因して既成住宅地域に対する需要は減退傾向にあり総じて需給
は弱含みである。なお需要の中心となる価格帯は土地坪当たり２０万円程度と思料する。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

岐阜（県） 10－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

岐阜（県） －

基準地番号 提出先

10 岐阜県

所属分科会名

岐阜第２

業者名

印不動産鑑定士氏名

（有）エリアオフィス

荒山　徳統







低層住宅地

一般住宅のほかアパ
ート等も散見される
住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北180 100 100 100 低層住宅地

-

１住居(60,200)

アベノミクスの効果で回復傾向と言えるが、当地方の動きは弱い
。これを反映して、不動産市況は模様眺めの情勢と推察する。

安定した様相下、特に変化は認められない。

個別的要因に変動はない。

旧柳津町に所在するため、市内の中心市街地からは遠いが名鉄竹鼻線の駅への接近条件はよく、通勤者向け低層アパ－トも
見られる。しかし、これは旧来からの土地所有者の資産運用、節税目的を主とするものである。採算性の意識が希薄である
。よって、本件では実際の経済行為に基づく比準価格を標準とし、代表標準地との価格形成要因の比較を踏まえた結果、比
準価格をもって鑑定評価額とするのが妥当と決定した。なお、単価と総額との関連にも留意した。

［

［

住宅
Ｗ２

岐阜市南部の旧柳津町内で、名鉄柳津駅に近い既成の住宅地域である。利便性に恵まれているが、地域要因に特段の変動は
なく、当分の間、現状維持程度で推移するものと予測する。地価は下落基調持続である。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 53,700 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

52,400

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

岐南 2

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.5

-5.1

+3.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+3.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

柳津駅
北西方 500m

柳津
500m

(8)

東5.5m市道

１住居
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位北、５
．５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道、
ガス、
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

152

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

13.0  ｍ、　奥行　約 12.0 ｍ、　規模 150  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

52,400 円／㎡

24,100 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

53,200 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-2.4 ％ ％

99.2 ］

99.6［ ］ 101.0［ ］

103.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 26 平成 26年 7月 18日　提出

宅地-1

岐阜市柳津町北塚２丁目１９番

+1.0方位

　補正

ほぼ正方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 26年 1月]

平成 26年 6月 25日 正常価格

平成 26年 7月 15日平成 26年 7月 1日

7,960,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 52,400 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

42,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏の範囲は、旧柳津町を中心とする岐阜市南部、東隣の笠松町等を含む住宅地域全域と判定する。需要者の属性は
旧柳津町を中心にその周辺地域を含む、自己所有目的の勤労者を主体とする。市場の需給動向としては、幹線道路背後の利
便性に恵まれた住宅地域であるが、既成の住宅地域であり、需給は弱含みで、回復していない。需要の中心価格帯は、土地
は７００万円～９００万円程度、新築戸建住宅は２，５００万円～３，０００万円前後と推定する。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

岐阜（県） 13－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

岐阜（県） －

基準地番号 提出先

13 岐阜県

所属分科会名

岐阜第２分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

寺崎不動産鑑定事務所

寺崎　博男















戸建住宅地

戸建一般住宅が建ち
並ぶ閑静な住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北40 120 110 25 戸建住宅地

-

１中専(60,160)

マクロ的な経済・金融政策等によって、当市の景況は改善範疇と
言えるも、その力は弱い。これを反映して不動産需要は回復して
いない。

静態的な様相下、特に変化は認められない。

個別的要因に変動はない。

地域は戸建住宅が建ち並ぶ既成の閑静な住宅団地であり、有効な貸家に対する需要や供給が見られないため、収益還元法は
適用しなかった。比準価格は価格牽連性が強い市東部の一般住宅地事例を採用しており、市場の実態を適切に反映できたと
思料する。よって、市場実証度が高く、説得性に優れる比準価格を標準とし、代表標準地との価格均衡に留意した結果、鑑
定評価額は比準価格とするのが適当と決定した。なお、単価と総額とのバランスにも留意した。

［

［

住宅
Ｗ２

市東部郊外に位置する成熟した既成の住宅団地であり、特に地域要因の変動は認められない。古い住宅団地は道路幅員等か
ら人気がないため、弱含みの地価を脱却するには時間を要すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 34,100 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

33,700

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

岐阜 37

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+6.4

+1.0

+33.5

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

岐阜駅
北東方 8.3km

岐阜
8.3km

(8)

北西4m市道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位北、４
ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道、
ガス、
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「岩田坂３－６－５」

②地積

（㎡）

177

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

9.0  ｍ、　奥行　約 20.0 ｍ、　規模 180  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

33,700 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

48,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.2 ％ ％

143.5 ］

99.6［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 26 平成 26年 7月 18日　提出

宅地-1

岐阜市岩田坂３丁目６番１１

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 26年 1月]

平成 26年 6月 25日 正常価格

平成 26年 7月 15日平成 26年 7月 1日

5,960,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 33,700 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

27,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、岐阜市東部及び北東部一円の一般住宅地域と把握する。主たる需要者は、岐阜市及びその周辺市町の所得水
準が中位の一次取得者と推定する。当市の幹線道路の一つである国道１５６号線の背後近接に位置する岩田坂は昭和４０年
前後に開発された古い住宅団地で、道路が狭く、諸利便施設との接近に優位性が認識できないこと等から人気に欠け、静態
的な様相である。取引の中心となる価格帯は、土地６０坪程度で７百万円前後と判定する。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

岐阜（県） 20－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

岐阜（県） －

基準地番号 提出先

20 岐阜県

所属分科会名

岐阜第２分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

寺崎不動産鑑定事務所

寺崎　博男

















低層住宅地

戸建住宅のほか集合
住宅等も混在する住
宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 70 30 50 低層住宅地

-

２中専(60,200)
準防

当市の景況は回復傾向の範疇で、消費者物価指数は上昇している
。これを反映して、地価は全般的には緩和基調と推察する。

特に目立った変化は認められない。

個別的要因に変動はない。

当該地域の需要者層は、快適性、利便性を重視する自己居住目的の勤労者層が中心で、賃貸用のアパートも見受けられるが
、旧来から自己保有していた土地の節税目的が主と認識する。投資目的に基づく賃貸物件の取引は稀である。つまり、収益
性の認識度が希薄で、客観的な収益価格の把握は困難である。よって、現実の市場行動行為に基づく比準価格を重視し、収
益価格は参考に留め、代表標準地価格との均衡に留意して鑑定評価額を上記の如く決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

長良川上流部の北側で、ほぼ熟成した既成の住宅市街地である。快適性、利便性に恵まれた住環境の下、堅調な住宅地需要
を見る。一般経済が回復基調にあると言う情勢下、地価はそれを反映してほぼ横ばいと認識する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 81,100 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

81,100

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

岐阜 2

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.5

-0.2

+13.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

岐阜駅
北方 3.6km

岐阜
3.6km

(8)

北5m市道

２中専
(60,200)
準防

（その他）　　　　

特にない 基準方位北、５
ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道、
ガス、
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

178

( )

⑨法令上の規制等

1:3

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 20.0 ｍ、　規模 200  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

81,100 円／㎡

36,200 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

92,800 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0 ％ ％

114.5 ］

100.1［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 26 平成 26年 7月 18日　提出

宅地-1

岐阜市津島町５丁目１６番

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 26年 1月]

平成 26年 6月 25日 正常価格

平成 26年 7月 15日平成 26年 7月 1日

14,400,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 81,100 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

65,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、当市のいわゆる長良川以北の川北地区で、生活快適・利便性において良好な一般住宅地条件を保有する圏域
とみる。住宅需要者の主体は、３０歳代後半以上の１次取得者及び買換え需要者等と把握する。昨今の需給状況は、相対的
に堅調な需要に支えられ、供給と需要は拮抗している状況と察知し、堅調な地価形成の動向と予測する。土地は２００㎡程
度で１６百万円強程度、新築の戸建物件は３５百万円程が取引の中心価格帯と把握する。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

岐阜（県） 28－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

岐阜（県） －

基準地番号 提出先

28 岐阜県

所属分科会名

岐阜第２分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

寺崎不動産鑑定事務所

寺崎　博男





低層住宅地

一般住宅のほか事務
所等も見られる住宅
地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北100 30 50 100 低層住宅地

-

２住居(60,240)
準防

人口は微減傾向、高齢化率はさらに上昇。土地取引価格は下落傾
向、土地取引件数は増加している。消費税増税後様子見の状況に
ある。

同一小学校区内に所在する柳ケ瀬地区（既成商業地域）は都市再
生緊急整備地域に指定され活性化へ向けての整備が進められてい
る。

個別的要因に変動はない。

基準地が所在する既成住宅地域には賃貸物件も見られるが収益性に基づき新規の土地取得を前提に賃貸用建物を建設し賃貸
に供する需要者は皆無に等しく自用目的の取引が中心的である。本件では多数の信頼性を有する取引事例を収集できたこと
から市場性を反映した比準価格を妥当と判断して採用し、収益価格は参考に留め、さらに分科会における議論及び広域的な
検討も踏まえて上記の如く鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

市内中心市街地に位置する熟成した既成住宅地域であり今後も現状維持にて推移するものと予測する。顕在化する取引事例
の動向等を考慮するに需要は比較的堅調で地価水準は下落傾向から横這い傾向になると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 109,000 円／㎡

公示価格 108,000円／㎡

標準地番号 岐阜 1-

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

岐阜駅
北方 1.7km

岐阜
1.7km

(8)

東6m市道

２住居
(60,300)
準防

（その他）　　　　
(60,240)

特になし 基準方位北、６
ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

197

( )

⑨法令上の規制等

2:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

20.0  ｍ、　奥行　約 10.0 ｍ、　規模 200  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

107,000 円／㎡

75,800 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.8 -0.9％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 26 平成 26年 7月 18日　提出

宅地-1

岐阜市八ツ梅町１丁目５番

+2.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 26年 1月]

平成 26年 7月 3日 正常価格

平成 26年 7月 16日平成 26年 7月 1日

21,100,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 107,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

85,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏はＪＲ岐阜駅をターミナル駅として利用可能な市内中心市街地内住宅地域。主たる需要者は地縁性を有する個人
法人のほか転入を希望する個人富裕層を含む。閑静な既成住宅地域として希少性を有する当該地域は近年自動車の大衆化や
小学校統廃合に基づく居住地選好性の変化等に起因して需要の減退傾向が続いていたが顕在化する取引事例を見る限り需要
は堅調で需給は均衡に向かうと思料する。需要の中心となる価格帯は土地坪当たり３５万円程度である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

岐阜（県） 30－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

岐阜（県） －

基準地番号 提出先

30 岐阜県

所属分科会名

岐阜第２

業者名

印不動産鑑定士氏名

（有）エリアオフィス

荒山　徳統



低層住宅地

小規模一般住宅のほ
か共同住宅も見られ
る住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北80 60 60 100 低層住宅地

-

２住居(60,200)
準防

県都である当市の人口は減少気味である。景況は回復、改善傾向
の範疇とみるも、生活実感に乏しいと言うのが率直な感想である
。

安定的な地域展開と見る。

個別的要因に変動はない。

当市中心機能地と近接であること等からアパート等の収益物件も散在し、その他の収益物件としては戸建住宅が転勤等の事
情により賃貸されるのが散見される。自己居住目的の勤労者層の取引が中心である。つまり、取引では収益性よりも住宅地
としての利便性、快適性が重要視されていると把握する。よって、有用性、説得性に優れる比準価格を重視し、収益価格は
参考程度に留め、代表標準地価格との検討を踏まえて、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

市役所等と近く、利便性に恵まれており、共同住宅も見られる。今後とも現況の住環境が継続すると予測する。地価は相対
的に高位の部類に入ること等から、緩和しているも弱含み持続と把握する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 85,700 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

85,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

岐阜 1

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+9.3

+13.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

岐阜駅
北方 2.3km

岐阜
2.3km

(8)

北6m市道

２住居
(60,200)
準防

（その他）　　　　

特にない 基準方位北、６
ｍ市道　

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道、
ガス、
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

158

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

11.0  ｍ、　奥行　約 14.0 ｍ、　規模 150  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

84,900 円／㎡

45,400 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

108,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-0.9 ％ ％

123.5 ］

99.1［ ］ 100［ ］

102.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 26 平成 26年 7月 18日　提出

宅地-1

岐阜市北野町３２番

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 26年 1月]

平成 26年 6月 25日 正常価格

平成 26年 7月 15日平成 26年 7月 1日

13,400,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 84,900 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

68,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏の範囲は、市内の古くからの既成一般住宅地域を中心とし、ＪＲ東海道本線岐阜駅を主要ターミナルとする住宅
地域全域と判定する。需要者の属性は、岐阜市内の居住者が大半を占める。市場の需給動向としては、熟成した住宅地域で
あり、利便性等から堅実、安定的な様相で推移しているが、全般的な不動産市況下、下落基調となっている。取引における
需要の中心価格帯は、土地は１，３００万円前後、新築戸建住宅は３，５００万円前後と推定する。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

岐阜（県） 31－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

岐阜（県） －

基準地番号 提出先

31 岐阜県

所属分科会名

岐阜第２分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

寺崎不動産鑑定事務所

寺崎　博男







低層住宅地

一般住宅を主体とす
る調区内の中規模住
宅団地（安食団地）

36

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北60 50 80 100 低層住宅地

-

｢調区｣(60,100)

人口は微減傾向、高齢化率はさらに上昇。土地取引価格は下落傾
向、土地取引件数は増加している。消費税増税後様子見の状況に
ある。

市内北西部地区に所在する市街化調整区域内住宅地域に対する需
要は減退傾向にある。

個別的要因に変動はない。

収益性を重視した取引は皆無で賃貸借需要は殆ど認められないこと及び市街化調整区域内開発行為の制限内容を考慮するに
賃貸用の共同住宅の建設を想定すること自体に現実的妥当性が認められないことから収益還元法は評価手法としての有効性
が認められず非適用とした。本件では同一需給圏内の類似地域から収集した地域的・価格的な牽連関係を有する取引事例に
基づく比準価格を採用し、さらに指定基準地からの検討も踏まえて上記の如く鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

岐阜市北西部の市街化調整区域内に所在する中規模住宅団地であり、今後も衰退傾向にて推移するものと予測する。小学校
児童数の推移及び需要者の選好性等を考慮するに地価水準は下落傾向にて推移と予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 24,300 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

岐阜駅
北西方 10.8km

岐阜
10.8km

(8)

東6m市道

｢調区｣
(60,100)

（その他）　　　　

特になし 基準方位北、６
ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

245

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

16.0  ｍ、　奥行　約 15.0 ｍ、　規模 240  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

23,700 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-2.5 ％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 26 平成 26年 7月 18日　提出

宅地-1

岐阜市大字安食字志良古２６番１６２

+2.0方位

　補正

ほぼ正方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

23,700

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

岐阜 -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-6.0

+0.4

-1.0

0.0

+24.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

27,400 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

115.9 ］

98.2［ ］ 102.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 26年 1月]

平成 26年 7月 3日 正常価格

平成 26年 7月 16日平成 26年 7月 1日

5,810,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 23,700 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は岐阜市北西部の市街化調整区域内に所在する住宅団地を中心に価格牽連性を有する隣接した市街化区域内住宅
地域を含む圏域。主たる需要者は地縁性を有する個人法人が中心的であり新規の転入希望者は少ない。岐阜市北西部の市街
化調整区域内住宅地域では小学校児童数の減少率が相対的に高くかつ土地取引件数も低調で推移する等需要の減退傾向は継
続しており需給は弱含みと言える。なお需要の中心となる価格帯は土地坪７～８万円程度と推定する。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

岐阜（県） 34－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

岐阜（県） －

基準地番号 提出先

34 岐阜県

所属分科会名

岐阜第２

業者名

印不動産鑑定士氏名

（有）エリアオフィス

荒山　徳統
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